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第３期中期計画と第３期中期目標との対比表 

第３期中期目標 第３期中期計画 

  平成 22年（2010年）４月、道は、農業、水産業、林業、工業、食品産業、環境、地質及び建築の各分野に関

する試験、研究、調査、普及、技術開発、技術支援等を行い、道民生活の向上及び道内産業の振興に寄与するこ

とを目的として、道立の 22の試験研究機関を統合し、地方独立行政法人北海道立総合研究機構（以下「道総研」

という。）を設立した。 

 その後、道総研は、総合力を生かし、各分野の特性に応じた研究や分野横断的な研究、更には企業等への技

術支援に積極的に取り組むとともに、企業、大学、金融機関等と包括的な連携協定を締結するなど、連携強化

に努めてきており、第二期中期目標の達成状況は「おおむね良好である」と認められる。 

 しかしながら、北海道では人口減少が急速に進んでおり、近い将来、超高齢化の人口構造ともあいまって地

域社会や産業に深刻な影響を及ぼすことが危惧されていることから、この問題についての早急な対応が求めら

れている。 

また、大規模自然災害へのリスク対応や化石燃料等のエネルギー資源に依存している構造の改革の必要性が

改めて認識されているほか、担い手不足に伴う地場産業の衰退や地域の公共交通網の縮小に対する不安が拡大

するなど、地域が抱える課題への対応も求められている。 

一方で、地域の多様なエネルギー資源の開発・利用や、ＩｏＴやビッグデータ等のＩＣＴの利活用による豊

かな生活の実現が期待されている。 

こうしたことから、第三期中期目標期間においては、道総研は、これまでの２期 10年の運営実績を踏まえて、

社会経済情勢の変化や科学技術の進展に対応しながら、これまで培ってきた知見や技術を複合的・効果的に活

用し、道内の産業振興や道民生活の向上に貢献していく必要がある。 

 このため、道としては、道総研が、幅広い領域における研究、技術支援等の推進に当たり、理事長のマネジメ

ントの下、効果的・効率的な運営を行うことに加え、職員の意欲を生かす人材登用、外部との連携強化等によ

る組織の活性化を図るとともに、総合力を発揮することにより、北海道の試験研究機関としての役割を果たし

ていくことができるよう、中期目標を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 22年 4月に、道民生活の向上と道内産業の振興に寄与することを目的に、農業、水産業、林業、工業、

食品産業、環境、地質及び建築といった多様な各分野の試験研究機関を統合し設立された地方独立行政法人北

海道立総合研究機構（以下「道総研」という。）は、設立から 2期 10年を経過し、強みである総合力を発揮す

るとともに、外部機関との幅広い連携を進めながら、着実に研究開発の成果を生み出してきた。 

 

 第 3 期においては、これまでの 2 期 10 年の実績や、この間の社会情勢の変化、科学技術の進展などを踏ま

え、各研究分野の特性に応じた研究開発を着実に推進する。さらに、研究成果の実用化、事業化も視野に入れ

ながら取り組むべき課題の選択と集中の観点に立って、総合的、戦略的に研究開発を推進し、「自立的な経済

活動が展開される地域社会の実現」、「資源・エネルギーを最大限活かした循環型地域社会の創造」、「安全・安

心で持続可能な地域社会の形成」に貢献する。 

 

 あわせて、北海道の未来づくりなどにも貢献すべく、北海道の将来あるべき姿に関わる提言とその実現に向

けた研究開発にも積極的に取り組む。 

 また、効果的、効率的な運営を目指し、研究開発の基盤である組織運営や財務運営を始め、人材の活用・登

用などの諸制度や仕組みなどについて、適時・適切な見直しに取り組む。 

 

 道総研は、地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118号）第 25条の規定に基づき、北海道知事から指示を

受けた令和 2年(2020 年)4 月 1日から令和 7 年(2025 年)3 月 31 日までの 5 年間における中期目標を達成する

ための計画を、以下のとおり定める。 

第１ 中期目標の期間 

    令和２年(2020年)４月１日から令和７年(2025年)３月 31日までの５年間とする。 
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第３期中期目標 第３期中期計画 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 研究の推進及び成果の普及・活用 

    道民のニーズに迅速かつ的確に対応するため、道総研の有する研究資源を有効に活用し、基盤的な研

究、実用化を推進する研究等を実施する。 

      また、北海道総合計画を始めとした計画や、それらに基づく施策のほか、国際社会における共通の指

針である持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）等を踏まえ、選択と集中の視点に立って、研究の重点化や外部

との連携を推進し、先見性・優位性・実用性・波及性の高い研究を戦略的に展開する。 

      さらに、研究課題の設定や評価を行い、評価結果を適切に反映させながら研究を推進するとともに、

研究成果や研究によって得られた知見が道民の暮らしや産業の現場で有効に活用されるよう積極的な普

及に努める。 

       なお、研究の推進に当たっては、多様なニーズに応えるため、様々な機関等との連携を通じて公募型

の研究や共同研究等の実施に努める。 

 

 １ 研究の推進及び成果の普及・活用 

    研究の推進に当たっては、企業や団体等のニーズを十分把握し、技術力の向上等に必要な基盤的な研

究をはじめ、新たな製品・サービスの創出など実用化・事業化につながる研究等を重点化を図りなが

ら戦略的に取り組む。更に国際社会における共通の指針である持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）等を

踏まえ、様々な社会的課題に主体的に取り組み、その解決方策等を探り、関係機関が一体となった提

言につなげる取組を実施する。 

    また、道総研内はもとより、大学や企業等との連携をさらに進め、それぞれの強みを活かした公募型

研究や共同研究など様々な研究による研究成果や知見が有効に活用されるよう積極的に発信し、普及

に取り組む。  

 (1)  研究ニーズへの対応 

     道民、企業、行政機関等から、様々な機会を活用して、幅広くニーズを収集し、研究課題の選定と実

施について、迅速かつ的確に対応する。 

 (1)  研究ニーズへの対応 

     道民等に有益な研究を確実に実施するため、道民、企業、行政機関、道の普及組織等から、地域固

有のニーズや専門的なニーズを幅広く様々な機会を通じ収集する。 

     収集した研究ニーズについては、道の施策や技術の動向等を踏まえ、迅速かつ的確に対応を決定す

る。 

 

 (2)  研究の推進 

  ア 基盤的な研究、実用化を推進する研究等の実施 

     道内の行政や産業、地域のニーズに対応して、技術力の維持・向上や環境保全等に必要な基盤的な

研究、具体的な製品や施策に結び付けていく実用化を推進する研究等を実施する。 

また、ＡＩやＩｏＴ等の先端技術を活用した研究に取り組む。 

 (2)  研究の推進 

  ア 基盤的な研究、実用化を推進する研究等の実施 

      様々なニーズに応え、社会的課題の解決を図り、北海道のあるべき姿を目指すため、基盤的な研究

をはじめ、新たな製品やサービスを創出するほか、施策として各地域で活用されるなど、新たな社会

的、経済的価値を見据え、実用化・事業化につながる研究を推進する。 

      なお、研究の推進に当たっては、限りある研究資源を選択と集中の観点のもと効果的・効率的に配

分し、地域と密着した道総研の強みを生かした研究に重点化を図るなど、戦略的に研究開発を推進す

る。 

     また、ＡＩやＩｏＴ等の先端技術を活用した研究に積極的に取り組む。 
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第３期中期目標 第３期中期計画 

イ 研究の重点化 

     道の重点施策等を踏まえ、道総研が有する研究資源を有効に活用するとともに、研究を戦略的に展

開するため、選択と集中の視点に立って、道総研内はもとより、企業、大学、国等の研究機関及び行政

機関との緊密な連携の下、研究の重点化を図る。 

研究の重点化に当たっては、北海道を取り巻く状況等を踏まえ、高品質・高品位な食料の安定供給

技術の確立と食関連産業の振興、再生可能エネルギー等の利活用と循環型社会の構築、生活基盤と産

業振興に支えられた安全・安心で持続可能な地域社会の実現等に総合力を発揮して研究に取り組む。 

この項目については、数値目標を設定して取り組む。 

 

 

  イ 研究の重点化 

     道総研は、北海道を取り巻く社会経済情勢に的確に対応し、食料の安定供給及び食関連産業の振

興、資源・エネルギーを最大限に活用した循環型地域社会の創造、そして安全・安心で持続可能な地

域社会の形成を目指すため、次のとおり総合力を発揮して取り組む研究の柱を設定し、各々の柱ごと

の取組を「重点的に取り組む研究推進項目」として明示しながら、分野横断的な研究や実用化につな

がる研究開発を戦略的・重点的に展開する。 

     (ア) 高品質・高品位な食料安定供給技術の確立と食関連産業の振興 

       農水産物を安定して供給するとともに、農水産物による加工食品などの食関連産業の振興を図

っていく観点から、安定多収な農業生産、持続的な漁業生産、農水産物の加工利用などに関する研

究開発に重点的に取り組む。 

     (イ) 再生可能エネルギーなどの利活用と循環型社会の構築 

       再生可能エネルギーなどが豊富に賦存する北海道において、エネルギーの安定供給による持続

可能な社会を構築していく観点から、多様な再生可能エネルギーの利活用、エネルギー利用の効

率化及び循環資源の利用などに関する研究開発に重点的に取り組む。 

     (ウ) 生活基盤と産業振興に支えられた安全・安心で持続可能な地域社会の実現  

       生活基盤と地域産業を維持した安全・安心で持続可能な地域社会を実現していく観点から、地

域・集落機能の維持、地域の特性を活かした産業の振興及び防災対策などに関する研究開発を外

部機関との密接な連携を進めながら重点的に取り組む。 

 道の施策や道民ニーズ、社会情勢の変化等に着実に対応できるよう、具体的展開方向について毎年

度定める。 

 

研究の重点化については、次のとおり数値目標を設定する。 

 

 

 

 

 

設定内容 目標値（令和 6年度） 

研究課題評価における標準評価(b)以上の割合 90 ％ 

  ウ 外部機関と連携した研究の推進 

     企業、大学、国等の研究機関及び行政機関との連携を図り、公募型の研究、道総研と企業等の技術

や知見を活用した研究及び企業等からの依頼による研究を積極的かつ柔軟に実施する。 

この項目については、数値目標を設定して取り組む。 

  ウ 外部機関と連携した研究の推進 

     道主体の事業に関する研究や調査である道受託研究や、企業、大学、国等の研究機関及び行政機関

との連携による公募型研究、道総研と企業等が連携し、両者の技術や知見を活用する一般共同研究、

行政機関、企業等からの依頼による受託研究などに積極的かつ柔軟に取り組む。 

 

     外部機関と連携した研究については、次のとおり数値目標を設定する。 

 

 

 

 

設定内容 目標値（令和 6年度） 

外部機関と連携した研究課題数 420件 
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第３期中期目標 第３期中期計画 

 (3)  研究の推進方向 

     研究の推進に当たっては、北海道総合計画を始め、各研究分野に関連する計画等の趣旨を踏まえる

とともに、道総研におけるこれまでの研究成果や専門性等を生かし、総合力を発揮して分野横断的な

研究を推進するなど、重点化を図りながら、次に掲げる推進方向により戦略的に取り組む。 

  エ 研究開発の推進方向 

     研究の推進に当たっては、道が策定した総合計画をはじめ、各研究本部に関連する計画や施策等の

趣旨を踏まえ、道総研がこれまで培ってきた研究成果や専門性等を生かすとともに、道総研内の連携

はもとより、外部機関との緊密な連携を図りながら、次に掲げる研究推進項目により、総合力を発揮

して分野横断的な研究開発などに戦略的に取り組む。  

     なお、以下に記載する研究推進項目のうち、前記の「イ 研究の重点化」に示した「重点的に取り

組む研究推進項目」について、下線で表記するとともに、総合力を発揮して取り組む研究の柱(※)と

の対応関係を末尾に示す。 

      ※①：高品質・高品位な食料安定供給技術の確立と食関連産業の振興 

       ②：再生可能エネルギーなどの利活用と循環型社会の構築 

   ③：生活基盤と産業振興に支えられた安全・安心で持続可能な地域社会の実現 

  ア 農業に関する研究の推進方向 

   (ｱ) 豊かな食生活を支える農業及び食関連産業の振興 

      我が国最大の食料供給地域として、食料自給率の向上に寄与するとともに、消費者と食関連産業

のニーズに応える安全で高品質・高品位な農産物を安定的に供給していくため、生産性や品質の向

上に向けた品種開発・技術開発のほか、ＩＣＴ等を活用したスマート農業等の先端的・基盤的技術

の開発を推進する。 

 

  （ア） 農業に関する研究推進項目 

     a 豊かな食生活を支える農業及び食関連産業の振興 

     ○ 農産物の安定生産に関する技術開発  

       我が国最大の食料供給地域として、食料自給率の向上に寄与し、消費者と食関連産業のニーズ

に応える安全で高品質・高品位な農産物を安定的に供給していくため、生産性や品質の向上に

向けた品種開発・技術開発のほか、ＩＣＴ等を活用したスマート農業などの先端的・基盤的技

術の開発に取り組む。 

       ・ 優れた特性を有する水稲・畑作物などの品種開発と省力安定生産技術の開発 ① 

       ・ 収益性の高い園芸作物の高品質・安定生産技術の開発 ① 

       ・ 乳牛、肉用牛の生産技術・育種改良と飼料生産、家畜感染症予防技術などの開発 ① 

       ・ ＩＣＴ等を活用した農産物の安定生産技術の開発① 

       ○ 農産物と加工食品の市場競争力を高める技術の構築  

        市場ニーズを踏まえた農産物と加工食品の品質向上・鮮度保持や新たな価値の創出、安全性

確保などを図るため、農産物の品質・加工適性の評価、農産物の貯蔵・流通技術などに関する

研究開発に取り組む。 

       ・ 農産物の品質・加工適性などの評価と利活用技術の開発 ① 

       ・ 農産物と加工食品の安全性確保と品質・鮮度保持技術の開発 ① 

   (ｲ)  環境と調和した持続的農業の推進 

      北海道の豊かな自然環境と調和した農業生産を進めるとともに、消費者のニーズに応えるため、

クリーン農業や有機農業、環境負荷を低減するための取組等による持続的な農業生産技術の開発を

推進する。 

     b 環境と調和した持続的農業の推進 

       豊かな自然環境と調和した農業生産を進めるとともに、消費者ニーズに応えるため、クリーン

農業・有機農業を推進する化学合成農薬削減技術、化学肥料削減技術などの開発と体系化及び気

候変動などに対応した農地の生産環境保全技術の開発に取り組む。 

       ・ 環境と調和した持続的農業を推進するための技術開発 
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第３期中期目標 第３期中期計画 

   (ｳ)  地域の特色を生かした農業・農村の振興 

      地域の特色を生かした農業・農村の振興を図るため、気象・土壌条件や地理的・社会的条件に応

じた地域の諸課題を解決するための試験研究や技術開発を推進する。 

     c 地域の特色を生かした農業・農村の振興 

       地域の特色を生かした農業・農村の振興を図るため、生産・生活基盤から見た持続可能な地域・

集落の維持に関する研究開発や、気象・土壌条件や地理的・社会的条件に応じた地域の諸課題を

解決するための技術開発などに取り組む。 

       ・ 地域農業の発展と特産農産物の生産振興のための技術開発 ③ 

       ・ 地域・集落を維持・活性化するための地域システムの開発 ③ 

 

  イ 水産に関する研究の推進方向 

   (ｱ)  地域を支える漁業の振興 

       我が国最大の漁業生産拠点である北海道の基幹産業として、水産業を将来にわたって維持し、活

力のある地域づくりを進めるため、北海道に適した資源管理や地域の特性を生かした増養殖に関す

る試験研究や技術開発、ＩＣＴを活用した先端的漁業技術の開発等を推進する。 

  （イ） 水産に関する研究推進項目 

     a 地域を支える漁業の振興 

        北海道の基幹産業として、水産業を将来にわたって維持し、活力のある地域づくりを進めるた

め、水産資源の評価・予測技術、資源管理技術、海面・内水面・陸上における増養殖技術、地域

特産物の安定的な生産技術及びＩＣＴを活用した次世代型漁業技術に関する研究開発に取り組

む。 

       ・ 水産資源を持続的に利用するための資源管理技術の開発 ① 

       ・ 水産物を安定供給するための増養殖技術の開発 ① 

       ・ 地域水産業の振興のための技術開発 ③ 

       ・ ＩＣＴを活用した次世代型漁業技術の開発 

   (ｲ)  新たな資源の有効活用と高度利用の推進 

       高品質な道産水産物を安定的に供給するための安全性の確保や品質・鮮度を保持する技術の研究

開発を行うとともに、海洋環境の変化等により増加する資源や未利用資源の有効利用を図るため、

高度加工利用技術の開発に取り組む。 

      b 新たな資源の有効活用と高度利用の推進 

        市場ニーズを踏まえた水産物と加工食品の品質保持・向上や新たな価値の創出、安全性確保な

どを図るため、水産物の品質・加工適性の評価、水産物の品質管理技術及び未利用資源の有効利

用などに関する研究開発に取り組む。 

       ・ 水産物の品質・加工適性などの評価と利活用技術の開発 ① 

       ・ 水産物と加工食品の安全性確保と品質・鮮度保持技術の開発 ① 

       ・ 未利用水産資源を活用した研究開発 

 

   (ｳ)  自然との共生を目指した水産業の振興 

      北海道の豊かな自然環境との共生を目指した水産業の振興を図るため、海域及び内水面の環境評

価、海況変動の予測、水域生態系の保全等に関する調査研究を推進する。 

      c 自然との共生を目指した水産業の振興 

        自然環境と調和した水産業の振興を図るため、水域生態系・生物多様性の保全、温暖化などの

環境変動による主要水産資源及び漁業への影響評価及び北海道周辺の水域を高度に利用する漁

場造成に関する研究開発に取り組む。 

       ・ 水域環境保全と海域高度利用技術の開発 
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第３期中期目標 第３期中期計画 

  ウ 森林に関する研究の推進方向 

   (ｱ)  森林資源の循環利用による林業及び木材産業の健全な発展 

      森林資源の循環利用を進めるため、ドローンやＩＣＴ等の先端技術を活用しながら、優良種苗の

安定供給や施業に係る労働の軽減を始め、森林資源や素材生産量の将来予測など適切な森林管理の

ほか、原木や木材・木製品の安定的かつ効率的な生産・流通体制の構築、品質や性能の確かな木材

の加工、木質バイオマスの利用促進等に関する試験研究や技術開発を推進する。 

  （ウ） 森林に関する研究推進項目 

    a  森林資源の循環利用による林業及び木材産業の健全な発展 

      ○  森林資源の循環利用を推進する林業技術の開発 

         森林資源の循環利用を推進するため、ドローンなどの UAVを用いたリモートセンシング技術

や ICT 等の先端技術を活用しながら、着実な再造林に向けた優良種苗の効率的生産技術、人

工林・天然林の適切な森林管理技術の高度化、気象害や生物害のリスクを回避する森林整備技

術の開発及び原木の安定供給と木製品に至るサプライチェーンの最適化に向けた生産・流通

システムの構築に取り組む。 

       ・ 森林資源の適切な管理と木材の生産・流通の効率化のための研究開発 

 

      ○   木材産業の競争力向上と道産木材の利用技術の開発 

        道産木材・木製品の競争力の向上と利用拡大を図るため、ＣＬＴ（直交集成板）をはじめと

する建築構造材や内外装材などの生産・加工技術の高度化、木材・木製品の性能・品質向上技

術、木質材料の新たな利用技術などの開発に取り組む。 

       ・ 木材産業の技術力向上のための研究開発 

      ○  再生可能エネルギーなどの安定供給と高効率エネルギー利用システムの構築 

        道内に賦存する木質バイオマスの再生可能エネルギー資源としての効果的な利活用を図るた

め、エネルギー特性や地域特性に対応した高度利用技術及び安定供給技術に関する研究開発に

取り組む。 

       ・ 再生可能エネルギーなどの利活用と安定供給のための技術開発 ② 

   (ｲ)  森林の多面的機能の持続的な発揮 

      森林の多面的機能の持続的発揮により道民生活の向上を図るため、災害による被害の軽減と水土

保全、生物多様性の保全、有用樹木やきのこ等の有効利用に関する試験研究や技術開発を推進する。 

     b  森林の多面的機能の持続的な発揮 

        森林の多面的機能の持続的発揮や樹木・特用林産物の活用を図るため、防災林・環境林の整

備技術、水土保全や生物多様性に配慮した森林流域管理技術及び保健休養機能の活用技術を開

発するとともに、有用樹木の選抜と増殖・管理・利用技術及びきのこの品種と生産・利用技術

の開発に取り組む。 

      ・ 森林の多面的機能の発揮と樹木・特用林産物の活用のための研究開発 

       ・ 地域・集落を維持・活性化するための地域システムの研究開発 ③ 

      ・ 災害発生後の応急対策及び復興対策手法の開発 ③ 

       ・ 災害の被害軽減と防災対策手法の開発 ③ 
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第３期中期目標 第３期中期計画 

  エ 産業技術に関する研究の推進方向 

   (ｱ)  持続可能な地域づくりを支える産業の振興 

      個性豊かで活力に満ちた持続可能な地域づくりに貢献するため、「地域のものづくり力」の向上に

よるものづくり産業の競争力強化を図るとともに、ＡＩ・ＩｏＴ等の先端技術の活用による生産性

向上に資する試験研究や技術開発を推進する。 

  （エ） 産業技術に関する研究推進項目 

    a  持続可能な地域づくりを支える産業の振興 

        製造業をはじめとする道内産業の競争力を高め、道民の暮らしを支える産業を推進すること

で、道内経済を力強くけん引していくため、ものづくり産業の競争力を強化する研究開発や、Ａ

Ｉ､ＩｏＴ、ロボットなどの活用による情報システム・機械システムなどに関する技術開発に取

り組む。 

      ・ ものづくり基盤力を強化するための研究開発 

      ・ 情報通信技術の高度化と活用技術の開発 

   (ｲ)  成長力を持った力強い食関連産業の振興 

      食関連産業を一層競争力を持った力強い産業に発展させるため、北海道の品質の高い豊富な農林

水産物を生かし、市場ニーズ等に対応した食品の高付加価値化や食品の安全性、品質の維持向上に

関する研究開発及びこれを支える生産機械、システムの試験研究や技術開発を推進する。 

 

     b   成長力を持った力強い食関連産業の振興 

        市場ニーズを踏まえた農水産物と加工食品の品質保持・向上や新たな価値の創出、安全性確保

などを図るため、農水産物の品質・加工適性の評価、貯蔵・流通技術、品質管理・加工・保存技

術、有用微生物の利用と発酵醸造技術などに関する研究開発及びこれを支える生産機械、システ

ムの試験研究に取り組む。 

      ・ 農水産物の品質・加工適性などの評価と利活用技術の開発 ① 

      ・ 農水産物と加工食品の安全性確保と品質・鮮度保持技術の開発 ① 

      ・ 食品加工を支える生産機械、システムに関する研究開発 

  オ 環境・地質・エネルギーに関する研究の推進方向 

 

 （オ） エネルギー・環境・地質に関する研究推進項目 

    a  再生可能エネルギーや循環資源などの利活用の推進 

        再生可能エネルギーなどが豊富に賦存する北海道において、エネルギーの安定供給による持

続可能な社会を構築していく観点から、多様な再生可能エネルギーの利活用、エネルギー利用の

効率化及び循環資源の利用に関する研究開発に重点的に取り組む。 

      ・ 再生可能エネルギーなどの利活用と安定供給のための技術開発 ② 

      ・ 省エネルギー技術とエネルギーの効率的利用システムの開発 ② 

      ・ 循環資源利用のための研究開発 ② 

   (ｱ)  生活・産業基盤を支える環境の保全 

      道民の生活や産業の基盤を支える北海道の良好な環境の保全に向け、健全な水循環系の構築、「緩

和」と「適応」を両輪とする気候変動対策、環境リスクの低減、自然環境の保全・再生、野生生物

の保護管理等に関する研究を推進する。 

     b  生活・産業基盤を支える環境の保全 

        道民の生活や産業の基盤を支える北海道の良好な環境及び生物多様性の保全に向け、流域圏

における健全な水循環系の構築、「緩和」と「適応」を両輪とする気候変動対策、環境への負荷

抑制技術、環境リスクの低減、自然環境の保全・再生、自然資源の利活用などに関する研究開発

に取り組む。 

      ・ 環境を保全するための研究開発 

      ・ 生物多様性の保全のための研究開発 

   (ｲ)  災害の防止及び地質資源の活用 

      災害の防止及び地質資源の活用を図るため、広域的視野に立った災害の発生要因の分析及び被害

の軽減、地質資源の活用等に関する研究を推進する。 

 

     c  災害の防止及び地質資源の活用 

        災害の防止及び地質資源の活用を図るため、地震や津波、土砂災害、火山噴火などの多様な自

然災害の発生要因の解明、地質情報基盤を確立する研究開発、地質資源の持続的利用に関する研

究開発などに取り組む｡ 

      ・ 災害の被害軽減と防災対策手法の開発 ③ 

      ・ 地質資源の開発と利用のための研究開発 
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第３期中期目標 第３期中期計画 

   (ｳ)  再生可能エネルギーや循環資源等の利活用の推進 

      将来にわたり持続可能な社会を構築していくため、北海道に豊富に賦存する多様な再生可能エネ

ルギーの利活用、エネルギー利用の効率化及び循環資源の利用等に関する研究を推進する。 

 

  カ 建築・まちづくりに関する研究の推進方向 

     暮らし・地域・環境を育む建築・まちづくりの推進 

      持続可能な地域社会の構築に向けて、環境負荷の低減や地域資源の活用等を視野に入れ、安全で

快適な建築・まちづくりに関する研究開発を推進する。 

   （カ） 建築・まちづくりに関する研究推進項目 

     a  暮らし・地域・環境を育む建築・まちづくりの推進 

     ○  持続可能な地域システムの構築 

        地域社会を安定的に維持するため、生産・生活基盤から見た持続可能な地域・集落の維持・

活性化を目指した地域システムの構築・運営に関する研究に取り組む。 

      ・ 地域・集落を維持・活性化するための地域システムの研究開発 ③ 

      ○  安全な地域づくりのためのシステムの構築  

        安全な地域づくりを進めるため、多様な自然災害に対応したリスク評価に基づき、避難対策、

応急・復興対策、土地利用、生活・産業の施設とインフラの防災対策などに関する研究に取り

組む。 

      ・ 災害の被害軽減と防災対策手法の開発 ③ 

      ・ 災害発生後の応急対策及び復興対策手法の開発 ③ 

      ○  暮らし・産業を支える都市・建築に関する研究 

        持続可能な社会の構築に向けて、積雪寒冷地での建築技術・環境負荷低減・安全性向上技術

の開発・高度化、住宅・建築の計画やストックマネジメント手法、都市の維持・活性化や機能

再編などに関する研究開発に取り組む。 

      ・ 建築技術の開発と高度化のための研究開発 

      ・ 都市と住宅・建築の計画のための研究開発 

      ・ 循環資源利用のための研究開発 ② 

     b  省エネルギーと再生可能エネルギーの利活用の推進 

        生活・産業施設などにおいてエネルギーを効率的に利用するため、設備・機器・システムの

開発と効果的な活用及び地域のエネルギー特性を考慮したエネルギーマネジメントシステム

に関する研究に取り組む。 

      ・ 省エネルギー技術とエネルギーの効率的利用システムの開発 ② 

      ・ 再生可能エネルギーなどの利活用と安定供給のための技術開発 ② 

   オ 研究ロードマップ 

     中長期的な研究成果の目標や普及方法の明確化と、研究開発の推進方向の共有化を図るため、研究

推進項目毎に、研究内容の関連性を視覚化した研究ロードマップを作成する。 
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第３期中期目標 第３期中期計画 

 (4)  研究の評価 

     研究の質の向上を図るため、外部有識者からの意見や評価を踏まえて、道総研において研究課題評

価を行い、その結果を研究課題の設定や研究の実施、進捗状況の管理、研究成果の活用等に適切に反

映させる。 

 (3)  研究の評価 

   研究課題の設定や研究の実施、進捗状況の管理、成果の活用等を適切に行い、研究の質の向上を図

るため、外部有識者の参画を得て研究課題評価を実施する。                             

・道総研本部においては、優れた見識を有する外部有識者で構成する研究評価委員会が行う重点的に

取り組む研究課題に対する評価を踏まえ、理事長が評価を実施する。                 

・各研究本部においては、各々の専門分野の外部有識者が参画する研究課題検討会における基盤的な

研究課題等に対する意見を踏まえ、研究本部長が評価を実施する。 

 (5)  研究成果の普及・活用の促進 

     産業振興や地域課題の解決に向けて、研究成果や知見が一層活用されるよう、積極的な普及に取り

組む。 

        取組を進めるに当たっては、広報業務のみならず、日常的な研究活動における企業、大学、国等の

研究機関及び行政機関との連携交流や、幅広い技術支援の取組など、様々な機会を活用する。 

この項目については、数値目標を設定して取り組む。 

 (4)  研究成果の発信・普及 

     研究成果を広く発信するため、学会での発表や学術誌への投稿等を行うとともに、成果発表会やセ

ミナー、刊行物、ホームページ等を用いて研究成果や知見を広く公表・周知する。 

また、技術資料等の発行や展示会への出展、企業訪問などの多様な方法を用いて普及・活用を促進

するとともに、農林水産分野においては道の普及組織等と緊密に連携し効果的な普及に取り組む。 

     なお、成果の発信などにおいては、道総研の認知度向上を目指し、統一的にシンボルマークの使用

などに取り組む。 

 

     研究成果の発信については、次のとおり数値目標を設定する。 

 

 

 

 

     研究成果の活用については、次のとおり数値目標を設定する。 

 

 

設定内容 目標値（令和 6年度） 

口頭及び刊行物による成果の公表件数 3,500件 

設定内容 目標値（令和 6年度） 

行政や企業等で活用された成果の数 720件 

 ２ 知的財産の管理・活用 

    幅広い分野への応用可能性があり、実用化・商品化が期待される新しい技術や普及が見込まれる優良

な品種について、特許の出願等を行うとともに、適正な管理を行う。 

また、研究成果の道民への還元を更に進めるため、知的財産に係る支援団体等と連携し、企業等への

情報提供を通じて実施許諾に向けた活動を行うなど、知的財産の一層の活用を図る。 

      この項目については、数値目標を設定して取り組む。 

 

 ２ 知的財産の管理・有効活用 

    研究、技術支援の成果として得られた、活用が見込まれる重要な知見・技術、優良な植物の品種につ

いては、知的財産権を取得し、保護するとともに、技術動向や企業のニーズ、外部有識者の意見などを

踏まえ、維持要否に係る基準のもと、譲渡等を進め適切に管理する。 

    また、活用を促進するため、知的財産に係る支援団体と連携した関連業界団体等への情報提供などを

行うとともに、優良な植物の品種については、道及び関係団体と連携し普及を図る。 

 

    知的財産の活用については、次のとおり数値目標を設定する。 

 

 

 

 

設定内容 目標値（令和 6年度） 

知的財産権 1件あたりの利用許諾件数 1.5件 
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第３期中期目標 第３期中期計画 

 ３ 総合的な技術支援の推進 

    企業等の技術開発・製品開発、道や市町村の施策の立案・推進等を総合的に支援するとともに、地域

や産業の担い手の育成に取り組む。 

    取組に当たっては、研究成果や知見をより幅広く普及し、活用を促進する機会として、また、地域や

企業等のニーズを研究内容に反映させる機会として、技術支援を一層効果的に進める。 

 ３ 総合的な技術支援の推進 

    研究成果や知見、設備などを活用し、技術移転、指導、情報提供など多様な手段を用いて、企業や産

業団体、道内自治体等が抱える課題等の解決に取り組むとともに、外部機関とも連携してアドバイス

を行うなど、実用化・事業化に向けた総合的な支援に積極的に取り組む。 

    また、研修会、講習会などの開催や研修者の受け入れ、産業分野の教育機関における担い手育成への

協力を通じ、研究成果や保有する知見・技術などを用いて、地域や産業の担い手育成を支援する。 

 

 (1)  技術相談及び技術指導等の実施 

     地域や企業等に対して、分野横断的な連携や外部との連携等により、幅広い観点から技術的な相談

や指導等を行う。     

         また、利用の一層の拡大に向けて情報発信等に取り組むとともに、利用者の要望に応じた機動的な

サービスの提供を行う。 

この項目については、数値目標を設定して取り組む。 

 (1)  技術相談、技術指導等の実施 

     地域や企業等が抱える技術的な課題を解決するとともに、研究成果の活用促進や研究ニーズを把握

する機会として、これまでの研究成果や知見等を用いて、技術相談、技術指導、講師等派遣・依頼執

筆、課題対応型支援、技術審査、技術開発派遣指導を実施する。 

     企業などへの訪問やホームページ等により技術支援制度の利用方法や活用事例を分かりやすく説

明するなどの広報活動に積極的に取り組む。 

     また、企業や道民等の複雑化・多様化するニーズに対し、道総研の総合力を活かし、大学や研究機

関など幅広い連携を活用し、迅速かつ的確に対応することにより、利活用の促進を図る。 

 

技術相談、技術指導については、次のとおり数値目標を設定する。 
 

設定内容 目標値（令和 6年度） 

技術相談、技術指導の実施件数 12,000件 

 (2)  依頼試験等の実施及び設備等の提供 

     企業等からの依頼により、試験、分析、測定等を迅速かつ的確に実施するとともに、試験機器等の

設備及び施設を開放し、企業等の研究開発に必要な支援を行う。 

         また、設備等の利用の一層の拡大に向けて情報発信等に取り組むとともに、利用者の意見を把握し、

利便性の向上を図る。 

         この項目については、数値目標を設定して取り組む。 

 (2)  依頼試験、設備使用等の実施 

     企業等の研究開発を支援するとともに、研究成果の活用促進や研究ニーズを把握する機会として、

依頼試験の実施や試験設備、機器を貸与する。 

     実施にあたっては、大学や研究機関、企業等の外部機関との役割分担を踏まえながら、道総研の強

みを生かして企業等の多様なニーズに対応する。 

     また、ホームページ等により技術支援制度の利用方法や使用できる設備などについて分かりやすく

説明し、利便性の向上を図る。 

 

     依頼試験、設備使用については、次のとおり数値目標を設定する。 

 

 

設定内容 目標値（令和 6年度） 

依頼試験、設備使用の申込件数 1,500件 

  (3)  建築性能評価、構造計算適合性判定の実施 

     建築基準法に基づき、構造方法等の認定に必要な建築物の性能評価及び構造計算適合性判定を実施

する。 
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第３期中期目標 第３期中期計画 

 (3)  地域や産業の担い手の育成 

     新しい知見や必要な技術を伝え、企業等の技術者及び地域や産業の担い手の育成を支援する。 

 

 (4)  地域や産業の担い手の育成 

     企業等の技術者や地域産業の担い手、学生の育成を支援するため、研修会・講習会の開催や研修者

の受け入れを行い、研究成果や知見、技術の普及を図る。 

 ４ 連携の充実強化 

    研究ニーズの把握や研究の推進、研究成果の幅広い普及等を的確に行うため、産業界、大学等の研究・

教育機関、行政機関、金融機関等との連携を一層強化する。 

       取組を進めるに当たっては、連携協定や産学官金のコーディネートを担う人材のネットワークを活用

し、連携交流の機会を一層充実させるほか、道総研が有する北海道総合研究プラザをこれらの機関との

連携交流の場として効果的に活用する。 

       この項目については、数値目標を設定して取り組む。 

 ４ 連携の推進 

    道民、企業、行政機関等からの多様なニーズに応えるため、連携の強化や取組内容の充実を図る。 

  (1)  外部機関との連携 

     企業や地域からの様々な相談や課題の解決に応えるため、大学、他の研究機関などの外部機関との

連携基盤の構築、充実を図り、研究開発、成果の公表・普及、技術支援、人材交流等の事業を実施す

る。 

     連携を一層強化するために、連携協定や連携コーディネーター、産学官金のコーディネートを担う

人材のネットワークを活用し、北海道総合研究プラザを連携交流の場として効果的に活用する。 

     また、各地域においても研修会の開催や意見交換の場を設けるなど連携交流に取り組む。 

 

     連携の推進については、次のとおり数値目標を設定する。 
 

設定内容 目標値（令和 6年度） 

連携協定先との事業の実施件数 1,700件 

  (2)  行政機関との連携 

     道の施策に対応した研究等を推進するとともに、研究成果を施策へ反映するため、道の関係部等と

情報交換、意見交換等を緊密に行い、情報の共有化を図る。 

     また、国の施策に対応した研究等の推進や市町村の行政課題に対応した研究・技術支援を行うた

め、国や道、市町村等とも情報交換、意見交換等を緊密に行い情報の共有化を図る。 
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第３期中期目標 第３期中期計画 

 ５ 広報機能の強化 

    試験研究等の成果や技術支援制度に係る広報活動を効果的・効率的に展開し、道総研の知名度の向上

や利用の拡大に努める。 

取組を進めるに当たっては、報道機関への積極的な情報提供のほか、ホームページやメールマガジン

など、ＩＣＴを効果的・効率的に活用した情報発信を行うとともに、研究ニーズの把握など、情報の発

信者と受信者の間における双方向のコミュニケーションを図る。      

この項目については、数値目標を設定して取り組む。 

 

 ５ 広報機能の強化 

    情報発信の方法について、効果やメディアごとの伝わり方などの情報収集・分析を踏まえて、広報活

動の質の向上を図る。 

    また、報道機関への積極的な情報提供とともに、ホームページやメールマガジンなど、ＩＣＴの効果

的な活用により研究開発成果や技術支援制度などを広く分かりやすく伝え、道総研の知名度向上や利

用拡大につなげる。 

    なお、取組を進めるにあたっては、利用者ニーズの把握につなげられるよう道民や企業との双方向の

コミュニケーションを図る。 

 

    広報活動については、次のとおり数値目標を設定する。 
 

設定内容 目標値（令和 6年度） 

情報発信の回数 1,660件 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 業務運営の基本的事項 

    設立の目的や中期目標の達成に向け、予算や人員配置の弾力的な運用による戦略的な資源配分を行う

など、効果的・効率的な業務運営を行うほか、ＰＤＣＡサイクルを効果的に機能させ、業績評価の結果

を業務運営に適切に反映させる。 

 １ 業務運営の基本的事項 

    効果的、効率的な業務運営を展開するため、予算や人員等の資源配分の見直しを不断に行うととも

に、業務実績に対する評価結果を適切に業務運営に反映させる。 

    特に、重点的に取り組む研究推進項目の研究課題等に対しては、資源の重点的な配分を図り、限られ

た資源の戦略的な運用を行うほか、研究の推進状況にあわせ、弾力的な配分を行う。 

 ２ 組織体制の適切な見直し 

    道の施策や社会経済情勢の変化等を踏まえ、効果的・効率的な運営を行う観点から、中長期的な視点

に立って、適切な組織の見直しを行う。 

 ２ 組織体制の適切な見直し 

    効果的・効率的な組織運営を展開するため、中長期的な視点に立って、適切に組織の見直しを図る。 

 ３ 業務の適切な見直し 

 (1)  事務処理の効率化 

     業務の内容や事務処理に係る点検の結果に基づき、事務について絶えず見直しを行うとともに、情

報の共有化や各種資料のペーパーレス化等の推進に努め、事務処理の効率化や事務負担の軽減を図

る。 

 

 ３ 業務の適切な見直し 

 (1)  事務処理の簡素化等 

     事務の簡素化・効率化を図るため、業務内容や事務処理手順を見直すとともに、情報の共有化やペ

ーパーレス化を推進する。 

 (2)  道民意見の把握及び業務運営の改善 

     道総研の活動に関して、道民、市町村、関係団体等の幅広い意見を把握し、業務運営の改善に反映

する。 

 (2)  道民意見の把握及び業務運営の改善 

     道総研の活動について、道民、市町村、関係団体や利用者等の意見の把握に取り組むほか、道と連

携して市町村、関係団体等との意見交換に取り組み、業務運営の改善を図る。 
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第３期中期目標 第３期中期計画 

４ 職員の能力向上と人材の確保 

   ワークライフバランスや女性の活躍の推進に配慮しつつ、職員の能力向上と人材の確保に向けて取り

組む。 

(1)  職員の能力及び意欲の向上 

    研究の質を高めるため、公正かつ適正な人事評価、職員表彰の実施、研修の充実等により職員の能

力及び意欲の向上を図る。 

また、多様な働き方を可能とすることにより、職員の業務効率の向上や子育て支援等のワークライ

フバランスの推進に向けた取組を進める。 

 ４ 職員の能力向上と人材の確保 

 (1)  職員の能力や意欲の向上 

     職員の意欲と能力の向上を図るため、人事評価制度を通じて、自らが担う役割への自覚を促すとと

もに、職員の業務実績や能力、適正等を把握し、適材適所の人事配置や給与への反映に取り組むほか、

女性職員の活躍促進やワークライフバランスの推進を図るため、人事管理の総合調整や活躍促進につ

ながる施策の立案に努める。 

     また、顕著な功績等があった職員・グループを表彰し、その実績を周知するほか、多様な働き方を

推進するための環境整備に取り組む。 

(2)  人材の確保及び育成 

    長期的な視点に立った優秀な人材の確保に努めるとともに、柔軟な人事制度や研修の充実等により、

組織、研究等のマネジメントや外部とのコーディネートを担うことができる多様な職務経験を生かし

た幅広い視野を持つ人材を計画的に育成する。 

 (2)  人材の確保及び育成 

     長期的な視点に立った人材確保のため、研究等の方向性や職員構成などを見据え、社会経済情勢を

踏まえた計画的な職員採用に取り組む。 

     また、研究開発能力等の向上を目指し、研修内容の充実を図るなど、幅広い視野を持つ人材の計画

的な育成に努める。 

第４ 財務内容の改善に関する事項 第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 １ 財務の基本的事項 

    透明性の高い経営に努め、財務運営の効率化を図る。 

取組を進めるに当たっては、運営費交付金を充当して行う業務に係る経費（研究関連経費及び人件費

を除く。）を少なくとも前年度比１％削減する。 

なお、運営費交付金については、少なくとも令和元年度比３％縮減を計画的に行う。 

 

 １ 財務の基本的事項 

    経営の透明性を確保するため、財務諸表等を公表するほか、運営費交付金が前年度比で毎年１％縮減

（研究関連経費及び人件費を除く）とされることから、事務的経費や維持管理経費の節減など、財務

運営の効率化に取り組む。 

    なお、運営費交付金については、少なくとも令和元年度比で３％縮減を行うとの中期目標を踏まえ、

計画的な予算執行に努める。 

 ２ 多様な財源の確保 

      研究資金の安定的な確保のため、公募型の研究による外部資金の獲得を図るとともに、知的財産の

活用、企業等からの依頼試験の実施、設備の提供等による一層の自己収入の確保を進めるなど、多様な

財源の確保に取り組み、財務の安定化を図る。 

 

 

 

 

 

２ 多様な財源の確保 

(1)  外部資金の獲得 

    公募型研究、受託研究等による外部資金の獲得に取り組む。 

 

     外部資金の獲得については、次のとおり数値目標を設定する。 
 

設定内容 目標値（令和 6年度） 

研究経費に占める外部資金の割合 70 % 

  (2)  自己収入の確保 

     広範囲にわたる企業等のニーズを受け入れ、知的財産の活用や依頼試験、設備の提供を通じ、自己

収入の確保に取り組む。 
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第３期中期目標 第３期中期計画 

 ３ 経費の効率的な執行 

    職員のコスト意識を醸成するとともに、経費の執行について絶えず見直しを行い、経費の効率的な執

行を図る。 

 ３ 経費の効率的な執行 

 (1)  経費の執行 

     経費の適切で効率的な執行を図るため、定期的に各種経費の執行状況を確認するとともに、会計制

度に関する研修の実施等により、職員のコスト意識の醸成を図る。 

  (2)  管理経費の節減 

     各種業務の効率化、簡素化を進めるとともに、適切な維持管理や一括契約の活用などにより、管理

経費の節減を図る。 

 ４ 資産の管理 

    資産を適切に管理するとともに、効率的な活用を図る。 

 ４ 資産の管理 

    資産を適切に管理するとともに、研究設備や機器等の共同利用や管理換などにより、機器等の有効活

用を図る。 

第５ その他業務運営に関する重要事項 第４ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 施設・設備の整備及び活用 

    施設・設備の適切な維持管理や効果的な活用により、施設の長寿命化を図るとともに、管理運営に関

するコストの縮減に努める。 

    また、多くの施設・設備が既に耐用年数を経過していることを踏まえ、中長期的な視点に立って、施

設の改廃を含めた計画的な整備に取り組む。 

 １ 施設・設備の整備及び活用 

 (1)  施設等の整備 

     老朽化した大規模施設の更新の考え方を中長期的な視点に立って明らかにした施設等整備計画に

基づき、施設の建替や移転・集約を進めるなど、計画的な施設・設備の整備に取り組む。 

  (2)  施設等の維持管理 

     施設及び設備の適切な維持管理を行うため、施設の長期保全計画に基づき、ファシリティマネジメ

ントの取組を進め、施設の長寿命化や有効活用、コストの縮減を図る。 

 ２ 内部統制の整備 

    道総研の設立目的を効果的・効率的に果たすため、次の取組を推進する。 

 (1)  コンプライアンスの徹底 

     役員及び職員は、自らの行動が常に道総研の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、自らを律する

とともに、道民からの信頼を損なうことがないよう、業務遂行に当たってのコンプライアンスを徹底

する。 

 ２ 内部統制の整備 

 (1)  コンプライアンスの徹底 

     道総研に対する道民からの信頼を損なうことがないよう、役員及び職員に対する研修などの機会を

通じて、コンプライアンスの意識を徹底し、業務執行における中立性と公平性を確保するとともに、

不正行為の防止を図る。 

 (2)  安全確保・リスク管理 

     職員の安全な労働環境の確保に配慮するとともに、事故等の未然防止及び来場者の安全確保に万全

を期するよう取り組む。 

また、事故・災害等の緊急時の対応策について、あらかじめリスクを想定し、連絡体制や責任者を明

確にするなど、必要な体制の整備等に取り組む。 

 (2)  安全確保・リスク管理 

     職員が安全な労働環境で業務に従事できるよう配慮するとともに、イベント等の開催にあたっては

事故等の発生を未然に防止するよう取り組む。 

     また、事故・災害等の緊急時の対応策について、予めリスクを想定し連絡体制や責任者を明確にす

るなど、必要な体制の整備等に取り組む。 

 (3)  情報セキュリティ管理 

     個人情報や企業情報等の職務上知り得た秘密事項について、漏えいの防止等の適切な管理を行う。 

     特に、情報システム及び関連機器等の情報管理についても、リスクを低減するために必要な対策を

講ずる。 

 (3)  情報セキュリティ管理 

     情報セキュリティポリシーに基づき、システム機器の安全確保を図ることや、職員に対する研修・

注意喚起を行うことなどにより、部外者の不正なアクセス、職員等による改ざん・漏えいを防止する

など、情報資産を適切に管理する。 
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 ３ 社会への貢献 

 (1)  国際協力 

     国、道、ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）等が実施する国際協力事業への参画等を通じて社

会貢献に取り組む。 

 ３ 社会への貢献 

 (1)  国際協力 

     行政や企業、大学等と連携し、ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）などが実施する国際協力事

業に研究員の派遣、技術支援等で協力する。 

 (2)  科学技術に対する道民等の理解の促進 

     道民等に対し、科学技術に対する理解の促進を図るための取組を実施する。 

 (2)  科学技術に対する道民等の理解の促進 

     道民等への科学技術に対する理解の促進を図るため、視察者や見学者の対応、公開デー等の各種イ

ベントの開催や出展等に取り組む。 

 (3)  災害等への対応 

     災害又は事故が発生し、道や市町村への技術的な協力等の支援が必要な場合は、迅速かつ的確に対

応する。 

 (3)  災害等への対応 

     災害等発生時において、道との協定に基づき、道や市町村が必要とする支援を迅速かつ的確に実施

する。 

 ４ 情報公開 

    道民に開かれた試験研究機関として、積極的な情報の公開及び提供を行い、道民に対する説明責任を

果たす。 

 ４ 情報公開 

    運営に関する情報について、ホームページ等を活用して積極的に公開・提供を行い、道民に対する説

明責任を果たす。 

 ５ 環境への配慮 

    業務運営に際しては、環境への配慮に努める。 

 ５ 環境への配慮 

    業務運営にあたっては、環境に配慮した物品の購入や、廃棄物の分別徹底など、環境への配慮に取り

組む。 

 第５ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

     別紙 

 第６ 短期借入金の限度額 

  １ 短期借入金の限度額 

    ３４億円 

  ２ 想定される理由 

    運営費交付金の受入れ遅延及び事故発生等により、緊急に必要となる対策費として借り入れするた

め。 

 第７ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該

財産の処分に関する計画 

     なし 

 第８ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときはその計画 

     なし 
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 第９ 剰余金の使途 

     決算において剰余金が発生した場合は、業務運営の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

 第 10 その他 

  １ 施設及び設備に関する計画 

    各事業年度の予算編成過程等において決定する。 

  ２ 人事に関する計画 

    第２の４「職員の能力向上と人材の確保」に記載のとおり 

  ３ 積立金の使途 

    次の業務の財源に充てる。 

    ・施設設備等整備事業 

    ・道民生活の向上及び道内産業の振興に貢献する研究・知的財産・技術支援・外部機関との連携強化

に係る業務及びその附帯業務 

  ４ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

   「第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項」に記載のとおり 

 




